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【 】社会福祉法 抜 粋（ ） 参考資料２

《第１章 総則》

（目的）
第１条

この法律は、社会福祉を目的とする事業の全分野における共通的基本事項を定め、
社会福祉を目的とする他の法律と相まつて、福祉サービスの利用者の利益の保護及び
地域における社会福祉（以下「地域福祉」という ）の推進を図るとともに、社会福。
祉事業の公明かつ適正な実施の確保及び社会福祉を目的とする事業の健全な発達を図
り、もつて社会福祉の増進に資することを目的とする。

（福祉サービスの基本的理念）
第３条

福祉サービスは、個人の尊厳の保持を旨とし、その内容は、福祉サービスの利用者
が心身ともに健やかに育成され、又はその有する能力に応じ自立した日常生活を営む
ことができるように支援するものとして、良質かつ適切なものでなければならない。

（地域福祉の推進）
第４条

地域住民、社会福祉を目的とする事業を経営する者及び社会福祉に関する活動を行
う者は、相互に協力し、福祉サービスを必要とする地域住民が地域社会を構成する一
員として日常生活を営み、社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に参加する機
会が与えられるように、地域福祉の推進に努めなければならない。

（福祉サービスの提供体制の確保等に関する国及び地方公共団体の責務）
第６条

国及び地方公共団体は、社会福祉を目的とする事業を経営する者と協力して、社会
福祉を目的とする事業の広範かつ計画的な実施が図られるよう、福祉サービスを提供
する体制の確保に関する施策、福祉サービスの適切な利用の推進に関する施策その他
の必要な各般の措置を講じなければならない。

《第１０章 地域福祉の推進 第１節 地域福祉計画》

※１０７条、１０８条は平成１５年４月１日施行

（市町村地域福祉計画）
第１０７条

市町村は、地方自治法第２条第４項の基本構想に即し、地域福祉の推進に関する事
（ 「 」 。）項として次に掲げる事項を一体的に定める計画 以下 市町村地域福祉計画 という

を策定し、又は変更しようとするときは、あらかじめ、住民、社会福祉を目的とする
事業を経営する者その他社会福祉に関する活動を行う者の意見を反映させるために必
要な措置を講ずるとともに、その内容を公表するものとする。

１ 地域における福祉サービスの適切な利用の推進に関する事項
２ 地域における社会福祉を目的とする事業の健全な発達に関する事項
３ 地域福祉に関する活動への住民の参加の促進に関する事項
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（都道府県地域福祉支援計画）
第１０８条

都道府県は、市町村地域福祉計画の達成に資するために、各市町村を通ずる広域的
な見地から、市町村の地域福祉の支援に関する事項として次に掲げる事項を一体的に
定める計画（以下「都道府県地域福祉支援計画」という ）を策定し、又は変更しよ。
うとするときは、あらかじめ、公聴会の開催等住民その他の者の意見を反映させるた
めに必要な措置を講ずるとともに、その内容を公表するものとする。

１ 市町村の地域福祉の推進を支援するための基本的方針に関する事項
２ 社会福祉を目的とする事業に従事する者の確保又は資質の向上に関する事項
３ 福祉サービスの適切な利用の推進及び社会福祉を目的とする事業の健全な発達

のための基盤整備に関する事項

（参考）
○地方自治法第２条第４項

市町村は、その事務を処理するに当たつては、議会の議決を経てその地域における
総合的かつ計画的な行政の運営を図るための基本構想を定め、これに即して行なうよ
うにしなければならない。


